
JP 4695709 B2 2011.6.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉と、扉が取り付けられる戸枠とを備え、戸枠が横木と柱を有する山門などの大型木造建
築物に据付される扉の建付け金具において、扉の下側に取り付ける肘金具と、扉を取り付
ける被取付け側の戸枠の内側下に配された横木の上側に取り付けられる壷金具と、これら
の間に分離した状態で配される調整用の軸部材を備え、
上記肘金具が調整用の軸部材の一方側を受ける円筒状の一方側軸受け部を有し、上記壺金
具が調整用の軸部材の他方側を受ける円筒状の他方側軸受け部を有し、上記調整用の軸部
材が肘金具と壺金具の円筒状の各軸受け部に着脱可能に挿入され嵌合される円筒状であり
、
上記調整用の軸部材がその外周がネジ加工された円筒状のコアと、該コアよりも外径が大
きな円筒状に形成された下方部と、その内周がネジ加工され該コアに螺合されたプレート
からなり、これらコアとプレートの螺合位置が調整でき、
上記肘金具の一方側軸受け部の円筒状の内径が上記調整用の軸部材の上側に形成されたコ
アの外径よりも若干大きく形成され、上記一方側軸受け部の深さがコアの高さよりも大き
く形成されることで、上記プレートの上側の面が上記一方側軸受け部の下端面に当接する
が、コアの上面が上記一方側軸受け部の円筒状の上側に形成された底面に当接しないよう
に設定されていることを特徴とする扉の建付け金具。
【請求項２】
前記壺金具の他方側軸受け部に平面部が形成され、下向きに凸状の曲面部が下側に形成さ
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れた前記調整用の軸部材と接触するか、前記壺金具の他方側軸受け部に上向きに凸状の曲
面部が形成され、平面部が下側に形成された前記調整用の軸部材と接触するか、又は、前
記壺金具の他方側軸受け部に上向きに凸状の曲面部が形成され、下向きに凸状の曲面部が
下側に形成された前記調整用の軸部材と接触することを特徴とする請求項１記載の扉の建
付け金具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉の建付け金具に関し、特に山門などの大型木造建築物に据付される扉の建
付け金具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、一戸建て住宅やマンション、ホテル、アパート等の扉は、扉と戸枠に取り付け
られた蝶番により、扉の開閉および支持を行っている。一方、１枚の扉の重量が４００ｋ
ｇを越える大型建築物の門扉の場合には、耐荷重性能の小さい蝶番は使用できず、肘壺と
呼ばれる壺金具と肘金具とを組み合わせた金具が用いられる。壺金具は、軸受け部となる
軸受け部が備わり、戸枠の扉の上方と下方の横木にそれぞれ固定され、肘金具は、軸部が
備わり、扉の一方側の上端と下端にそれぞれ固定され、該肘金具から突出した軸部が上記
壺金具の軸受け部に回転可能に挿入される。例えば、山門などの大型木造建築物の新築又
は修繕において、扉（門扉）を建付けする際には、扉の上方と下方の横木にそれぞれ円形
状の軸受け部を有する壺金具を固定して、扉の一方側の上端と下端にそれぞれ円柱状に突
出した軸部を有する肘金具を固定して、該肘金具から突出した軸部が上記壺金具の軸受け
部に回転可能に挿入され、これら一対の肘壺によって、扉の開閉および支持を行っている
。なお、扉の上方の横木は、鴨居や冠木と呼称される場合があり、扉の下方の横木は、敷
居や唐居敷きと呼称される場合がある。
【０００３】
　上記山門などの大型木造建築物の扉や戸枠は、木材の経年変化による歪みや荷重による
負荷、その他自然災害等の影響により、扉の建付け位置が変動して、扉が軋んで開閉に支
障をきたすことがある。しかし、これら大型木造建築物の１枚の扉の重量は４００ｋｇを
越えており（長さが８ｍを超えるようなものもある）、扉の建付けの修繕（建付け位置調
整）のためには、重機を用いて重い扉を取り外さなければならず、多くの人手がかかるた
め、大型木造建築物の扉の建付けの修繕は大変困難な作業である。
【０００４】
　すでに開示されている扉（門扉）の建付け位置調整に関する公知技術としては次ぎのも
のがある。特許文献１は、門扉の軸の台座がコ字型で扉に嵌合しており、巾方向にスライ
ドする構成が記されている（その図６等）。また、特許文献２は、門柱側から水平方向に
突出した軸受け部が水平方向にスライドする構成が記されている（その図１等）。特許文
献３は、戸枠側の軸受け部の外側面に調整ねじが螺合され、水平方向に位置調整される構
成が記されている（その図２等）。特許文献４は、戸枠下部ピボットの扉側プレート用軸
心のボルト部分に上下調整ナットを組み込んで扉側プレートを２個のナットで挟み込むよ
うに構成し、扉側プレートの上側のナットを大きく緩め、下側の上下調整ナットを上方向
に回転させて扉側プレートを持ち上げる動作により上下方向の建付け調整を可能とする構
成が記されている（その図３等）。
【特許文献１】特開平９－３１７３６３号公報
【特許文献２】特開２００５－１３９７４１号公報
【特許文献３】特許第３１０７７８５号公報
【特許文献４】特開２００６－２８３４６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上記従来の扉の建付け金具は、いずれも一般住宅等の扉（門扉）をピボ
ットヒンジと呼ばれる蝶番（特許文献２から４）や、軸支孔を有する引き出し板（特許文
献１）により、扉の軸心を水平方向に引き出して、扉の支持を行う構造であることから、
扉の軸心の引き出し長さに応じて扉の重量を超える負荷が蝶番又は引き出し板に加わるお
それがある他、そもそも蝶番等では、重量の大きな扉を支持する強度を得ることは困難で
ある（特許文献１から４）。一方、上記山門などの大型木造建築物の扉や戸枠は、木材の
経年変化による歪み、捩れや荷重による負荷、その他自然災害等の影響により、扉の建付
け位置が変動するが、その変動現象は、予測不可能で複雑な歪みや捩れ等を生じさせる。
そして、一時的に大きく歪んだり捩れたりすることもあるが、除々に経年変化する場合も
あり、これらにより、扉とその枠との間に位置ずれが生じて、扉が軋んで開閉等に支障を
来たすことさえある。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、山門などの大型木造建築物の扉や戸枠（被取付け側）とのどの
ような位置ずれに対しても調整可能（建付け位置調整可能）で、これらを安定性を図りな
がら実現する扉の建付け金具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１記載の扉の建付け金具は、扉と、扉が取り付けられる戸枠とを備え、
戸枠が横木と柱を有する山門などの大型木造建築物に据付される扉の建付け金具において
、　扉の下側に取り付ける肘金具と、扉を取り付ける被取付け側の戸枠の内側下に配され
た横木の上側に取り付けられる壷金具と、これらの間に分離した状態で配される調整用の
軸部材を備え、上記肘金具が調整用の軸部材の一方側を受ける円筒状の一方側軸受け部を
有し、上記壺金具が調整用の軸部材の他方側を受ける円筒状の他方側軸受け部を有し、上
記調整用の軸部材が肘金具と壺金具の円筒状の各軸受け部に着脱可能に挿入され嵌合され
る円筒状であり、上記調整用の軸部材がその外周がネジ加工された円筒状のコアと、該コ
アよりも外径が大きな円筒状に形成された下方部と、その内周がネジ加工され該コアに螺
合されたプレートからなり、これらコアとプレートの螺合位置が調整でき、上記肘金具の
一方側軸受け部の円筒状の内径が上記調整用の軸部材の上側に形成されたコアの外径より
も若干大きく形成され、上記軸受け部の深さがコアの高さよりも大きく形成されることで
、上記プレートの上側の面が上記軸受け部の下端面に当接するが、コアの上面が上記軸受
け部の円筒状の上側に形成された底面に当接しないように設定されていることを特徴とす
る。
【０００８】
　本発明によれば、上記プレートとコアとの螺合位置（高さ位置）を調整することにより
、ネジ一周分にてネジのピッチ分だけ上記プレートの高さ位置が変化するので、扉の高さ
位置を調整することができる。なお、上記コアとプレートに、それぞれスパナ又は棒レン
チを引っ掛けるためのスパナ溝又は棒レンチ孔が形成されることで、扉の高さ位置の建付
け調整が容易になる。
【０００９】
　本発明の請求項２記載の扉の建付け金具は、前記肘金具の一方側軸受け部に平面部が形
成され、下向きに凸状の曲面部が下側に形成された前記調整用の軸部材と接触するか、前
記肘金具の一方側軸受け部に上向きに凸状の曲面部が形成され、平面部が下側に形成され
た前記調整用の軸部材と接触するか、又は、前記肘金具の一方側軸受け部に上向きに凸状
の曲面部が形成され、下向きに凸状の曲面部が下側に形成された前記調整用の軸部材と接
触することを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、壷金具と肘金具の両部材とは分離した状態の調整用の軸部材を介在さ
せることにより、壷金具と肘金具の軸受け部に対して嵌合された安定性を図りながらも、
上記歪みや捩れの大きさに柔軟に対応してこれらを十分に吸収するとともに、部品交換も
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容易になる効果を有する。すなわち、本発明によれば、例えば、扉が経年変化により歪ん
だり捩れたりしても（扉の軸の中心荷重が位置ずれしたとしても）、前記平面部に対する
曲面部の接触状態、前記曲面部に対する平面部の接触状態や、前記曲面部に対する曲面部
の接触状態により、上記歪みや捩れた分だけ調整用の軸部材が傾斜する。つまり刻々と変
化する歪みや捩れ等に対してその傾斜する角度をその時間的変化に追従するように吸収す
ることとなる。そして、調整用の軸部材の一方側（上端面）と他方側（下端面）の両方で
上記曲面部による傾斜機構を採用することにより、壷金具と肘金具の軸受け部に対して嵌
合された状態でも、上記曲面部による傾斜角度を調整することができる。なお、壷金具と
肘金具の両部材のみでも、上記平面部と曲面部との関係を構築することができるが、この
場合よりも、壷金具と肘金具の両部材とは分離した状態の調整用の軸部材を介在させるこ
とにより、壷金具と肘金具の軸受け部に対して嵌合された安定性を図りながらも、上記歪
みや捩れの大きさに柔軟に対応してこれらを十分に吸収するとともに、部品交換も容易に
なる効果を有する。
【００１１】
　本発明の扉の建付け金具は、前記各軸受け部の少なくとも一方に、その外周部と内周部
とが偏心した位置に形成されている偏心用部材が内蔵され、前記調整用の軸部材に着脱自
在に取り付けられることが好ましい。本発明によれば、上記偏心用部材の内周部又は外周
部が偏心した位置に形成されているので、扉の位置が最初の設定位置からずれたとしても
、扉の調整（軸の位置の調整）が可能になる。
【００１２】
　本発明の扉の建付け金具は、前記肘金具は、一方側軸受け部に取り付けられるレールガ
イドと、扉に固定されたＬ字金具のガイドレールとを備え、扉の位置がＬ字金具の一方辺
に沿って調整可能に構成されていることが好ましい。本発明によれば、上記肘金具が、扉
の固定されたＬ字金具のガイドレールを介して移動可能に取り付けられることで、扉の位
置を左右に調整することができる。
【００１３】
　これら本発明の扉の建付け金具は、山門などの大型木造建築物の扉に据付されることで
、重機等を用いて重い扉を取り外すことなく、多くの人手をかけずに、容易に扉の修繕（
建付け位置調整）が行えることとなる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、上記調整用の軸部材が、一方の側が雄ネジ加工されたコアと該コアの
外周に螺合される雌ネジ加工されたプレートからなり、該プレートが前記軸受け部の下端
面に当接することで、上記軸受け部の下端面の高さ位置を微調整することができる。また
、扉の上端と下端に捩れが生じた場合でも、上記調整用の軸部材が肘金具や壷金具との関
係で扉の歪みや捩れ等を吸収するため、扉の歪みや捩れ等より扉が軋んで開閉に支障をき
たすような事態を防止することができる。特に、壷金具と肘金具の両部材とは分離した状
態の調整用の軸部材を介在させることにより、壷金具と肘金具の軸受け部に対して挿入さ
れた安定性を図りながらも、上記歪みや捩れの大きさに柔軟に対応してこれらを十分に吸
収するとともに、部品交換も容易になる効果を有する。
　なお、上記偏心用部材を利用することで、扉の軸の位置が調整可能となり、上記軸受け
部が、扉の下端に固定された肘金具のガイドレールを介して移動可能に取り付けられるこ
とで、扉の軸が左右に調整可能となることから、本発明の扉の建付け金具によれば、扉を
三次元方向（上下、左右、前後や軸の位置の調整）の自在な位置に調整することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して詳細に述べる。
【００１６】
　（第１の実施の形態）
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　図１は、本発明の第１の実施の形態の扉（門扉）の建付け金具Ｚ１を山門１への据付例
として模式的に示す正面図である。図２は、本発明の建付け金具Ｚ１を図１の一点鎖線円
内から抜き出して模式的に示す斜視図であり、図３は、本発明の建付け金具Ｚ１を、肘金
具Ｈ１と調整用の軸部材Ｈｐｊ１と壺金具Ｕ１に分けて模式的に示す斜視図であり、図４
は、本発明の建付け金具Ｚ１を、肘金具Ｈ１と調整用の軸部材Ｈｐｊ１と壺金具Ｕ１に分
けて模式的に示す断面図である。戸枠の内側左下（一点鎖線円内）と戸枠の内側右下の２
箇所には、本発明の建付け金具Ｚ１が据付けられている（図１）。ここでは、本発明の建
付け金具Ｚ１は、扉Ｔ１（Ｔ２）の下端側のみに据付ける例で説明するが、扉Ｔ１（Ｔ２
）の上端側についても本発明の建付け金具Ｚ１を適用することができる。なお、本実施の
形態の構成部品は、真鍮又はステンレス製とするものであるが、本発明では、その材質は
問われない。
【００１７】
　肘金具Ｈ１は、Ｌ字金具ＨＬと、Ｌ字金具ＨＬの下端に固定された軸受け部Ｈｐｈとか
らなる。Ｌ字金具ＨＬの中央には突出した補強部Ｈｍがあり、Ｌ字金具ＨＬの断面を凸形
状とすることでＬ字金具ＨＬの強度を高めている（図２）。扉Ｔ１（Ｔ２）の下端は、予
めＬ字金具ＨＬの断面凸形状に合わせて溝加工が施され、Ｌ字金具ＨＬに加工された複数
のネジ孔Ｈｎを介してネジにより、扉Ｔ１（Ｔ２）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂとにそ
れぞれ固定される。軸受け部Ｈｐｈの内径は円形であり、その内径は、調整用の軸部材Ｈ
ｐｊ１の上方部ｈｐａの外径よりも若干大きく形成され、軸受け部Ｈｐｈの深さは、調整
用の軸部材Ｈｐｊ１の上方部ｈｐａの高さよりも若干大きく（深く）形成されており、軸
受け部Ｈｐｈの底面は凸状の曲面に膨らんだ曲面部ｑ（又は平面部ｐ）が形成されている
（図４（ａ））。なお、上記曲面部のみを別部材として、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈに
収納される真鍮やステンレス製品を使用することも可能である。
【００１８】
　壺金具Ｕ１は、軸受け部Ｕｋの一方側に軸受け部Ｕｋよりも外径の大きな鍔Ｕｄが一体
形成される構成となっており（図３）、鍔Ｕｄに加工された複数のネジ孔Ｕｎを介してネ
ジｎ１により、予め軸受け部Ｕｋと同じ程度の大きさの穴が形成された横木（被取付け側
）Ｙ１とＹ２とにそれぞれ固定される。壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの内径は、調整用の軸
部材Ｈｐｊ１の下方部ｈｐｂの外径よりも若干大きく形成され、軸受け部Ｕｋの深さは、
調整用の軸部材Ｈｐｊ１の下方部ｈｐｂの高さよりも若干大きく（深く）形成されており
、軸受け部Ｕｋの底面には凸状の曲面に膨らんだ曲面部ｑ（又は平面部ｐ）が形成されて
いる（図１０（ａ））。なお、上記曲面部ｑのみを別部材として、壺金具Ｕ１の軸受け部
Ｕｋに収納される真鍮やステンレス製品を使用することも可能である（第２の実施の形態
の曲面部ｑを有する部材Ｕｒ２を参照）。また、同じように、上記平面部ｐを別部材とす
ることも可能である（図９（ａ）の符号Ｕｒ３を参照）。そしてこれらを組み合わせるこ
とで高さ調節も同時に行えるようになる。
【００１９】
　調整用の軸部材Ｈｐｊ１は、上記肘金具Ｈ１と壺金具Ｕ１との間に介在されるもので、
円筒状の部材である。本実施の形態の調整用の軸部材Ｈｐｊ１は、上方部ｈｐａと下方部
ｈｐｂとでその径の大きさが異なるもので、安定性を考慮して、下方部ｈｐｂが上方部ｈ
ｐａよりも外径が大きな凸状に形成されている。ここで、上方部ｈｐａと下方部ｈｐｂと
の関係で説明すると、上方部ｈｐａ側の凸状の曲面部ｑの曲率よりも下方部ｈｐｂの曲率
を小さくするような構成にもできるが、このような場合や下端面ｈｐｂが平面部ｐである
場合は、上方部ｈｐａ側の捩れや歪みを下端面ｈｐｂ側ではその捩れや歪み修正を小さく
することもできる。上記凸状の調整用の軸部材Ｈｐｊ１において、上方部ｈｐａと下方部
ｈｐｂとの径の大きさの違いにより、捩れや歪みの吸収を調整することができる。なお、
これとは逆に、下方部ｈｐｂが上方部ｈｐａよりも外径が小さく形成したり、これらの大
きさを変えずに同じ大きさにすることも（一つの筒状）、実施に応じて可能である。
【００２０】
　ここで、図４（ａ）では、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の上下端面は平面部ｐとして形成さ
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れ、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面と、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの底面に曲面部ｑ
が形成されている。図４（ｂ）では、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の上端面が曲面部ｑとして
形成され、下端面が平面部ｐとして形成され、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面が曲面部
ｑとされ、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの底面が平面部ｐとして形成されている。図４（
ｃ）では、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の下端面が曲面部ｑとして形成され、上端面が平面部
ｐとして形成され、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面が平面部ｐとされ、肘金具Ｈ１の軸
受け部Ｈｐｈの底面が曲面部ｑとして形成されている。図４（ｄ）では、調整用の軸部材
Ｈｐｊ１の上端面と下端面が曲面部ｑとして形成され、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面
が平面部ｐとされ、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの底面が平面部ｐとして形成されている
。図４（ｅ）では、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の上端面と下端面が曲面部ｑとして形成され
、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面が曲面部ｑとされ、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの底
面が曲面部ｑとして形成されている。図４（ｆ）では、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の上端面
と下端面が平面部ｐとして形成され、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面が平面部ｐとされ
、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの底面が曲面部ｑとして形成されている。上記曲面部ｑと
平面部ｐとのパターン（種類）として、上記の通りであるが、扉の下端側において、調整
用の軸部材Ｈｐｊ１の下端面と壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの底面との間で上記曲面部ｑを
利用した傾斜角度調整が行われることが重要である。この際、平面部ｐと曲面部ｑでの傾
斜角度調整でも、曲面部ｑと曲面部ｑでの傾斜角度調整でも良いが、より大きな角度調整
の観点からは曲面部ｑと曲面部ｑとによる調整が好ましい。本実施の形態によれば、調整
用の軸部材Ｈｐｊ１の上端面と下端面の２箇所で上記傾斜角度が行われるので、肘金具Ｈ
１の軸受け部Ｈｐｈや壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋに調整用の軸部材Ｈｐｊ１を嵌合させた
状態でも、扉の捩れや歪み等に対してこれを有効に吸収することができる。
【００２１】
　したがって、肘金具Ｈ１と壺金具Ｕ１とを調整用の軸部材Ｈｐｊ１を介して組み付ける
と、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の上方部ｈｐａが壺金具Ｕ１の軸受け部Ｈｐｈの軸受け部Ｈ
ｐｈに回転可能に挿入され、かつ、上記調整用の軸部材Ｈｐｊ１の下方部ｈｐｂが壺金具
Ｕ１の軸受け部Ｕｋに回転可能に挿入される（図２）。
【００２２】
　図５（ａ）（ｂ）は、本発明の建付け金具Ｚ１を図１の一点鎖線円内から抜き出して模
式的に示す断面図である。扉Ｔ１(Ｔ２)の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂに捩れθ１が生じ
ていない場合には、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの円形状の軸受け部Ｈｐｈの中心軸Ｐｈ
－Ｐｈは、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の中心軸Ｐｊ－Ｐｊ、および、壺金具Ｕ１の軸受け部
Ｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐｕと一致する（重なる）ので、扉Ｔ１(Ｔ２)の開閉には支障がない
（図５（ａ））。次に、扉Ｔ１(Ｔ２)の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂに捩れθ１が生じて
いる場合には、肘金具Ｈ１の軸受け部Ｈｐｈの円形状の軸受け部Ｈｐｈの中心軸Ｐｈ－Ｐ
ｈは、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐｕに対して、角度θ１だけ捩れるが、
一方、調整用の軸部材Ｈｐｊ１の中心軸Ｐｊ－Ｐｊは、軸受け部Ｈｐｈと壺金具Ｕ１との
間の捩れθ１による応力を解消するため、壺金具Ｕ１の軸受け部Ｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐｕ
に対して、角度－θ２だけ捩れることとなり、建付け金具Ｚ１が捩れθ１を吸収する（図
５（ｂ））。捩れ角度θ１と捩れ角度θ２との大きさが一致するように、調整用の軸部材
Ｈｐｊ１のサイズ（外径と長さ）を適宜、設定すればよい。
【００２３】
　（第２の実施の形態）
　図６は、本発明の第２の実施の形態の扉（門扉）の建付け金具Ｚ２を山門１への据付例
として模式的に示す正面図である。図７は、本発明の建付け金具Ｚ２を図６の一点鎖線円
内から抜き出して模式的に示す斜視図であり、図８は、本発明の建付け金具Ｚ２の分解斜
視図であり、図９は、本発明の建付け金具Ｚ２の断面図である。戸枠の内側左下（一点鎖
線円内）と戸枠の内側右下の２箇所には、本発明の建付け金具Ｚ２が据付けられている（
図６）。ここでは、本発明の建付け金具Ｚ２は、扉Ｔ１（Ｔ２）の下端側のみに据付ける
例で説明するが、扉Ｔ１（Ｔ２）の上端側についても本発明の建付け金具Ｚ２を適用する
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ことができる。
【００２４】
　本実施の形態は、調整用の軸部材Ｈｐｊ２の長さ（高さ）が可能であると共に、調整用
の軸部材Ｈｐｊ２に偏心用部材Ｄを嵌合させて、偏心移動（左右方向の移動）等を可能に
して、上記第１の実施の形態にはない機能が加えられている。調整用の軸部材Ｈｐｊ２は
、上記調整用の軸部材Ｈｐｊ２の上端部は、その外周が雄ネジ加工されたコアｈｐａ２と
なっており、該コアｈｐａ２の外周には、その内周が雌ネジ加工されたプレートＨｐｔが
螺合される。なお、コアｈｐａ２には、ネジｎ４を引き込むための縦溝ｄ２が４箇所設け
られ、ネジｎ４にてプレートＨｐｔとコアｈｐａ２が固定される。コアｈｐａ２とプレー
トＨｐｔには、それぞれスパナを引っ掛けるためのスパナ溝ｓ１とｓ２が形成されている
（図８）。なお、図９（ａ）の例では、調整用の軸部材Ｈｐｊ２は、凸状を呈しているが
、図９（ｂ）に示すようにこれとは逆の向きで、コアｈｐａ２とプレートＨｐｔを構成す
ることも可能である。そして、軸受け部Ｈｐｈの円形状の軸受け部Ｈｐｈの内径は、調整
用の軸部材Ｈｐｊ２のコア（上端部）ｈｐａ２の外径よりも若干大きく形成され、軸受け
部Ｈｐｈの深さは、調整用の軸部材Ｈｐｊ２のコア（上端部）ｈｐａ２の高さよりも若干
大きく（深く）形成されており、該プレートＨｐｔの上側の面は軸受け部Ｈｐｈの下端面
に当接するが、コアｈｐａ２の上側の面は円形の軸受け部Ｈｐｈの底面（天井側の面）に
は当接しないように設定されている（図８）。
【００２５】
　肘金具Ｈ２は、扉Ｔ１（Ｔ２）の下端に固定するためのＬ字金具ＨＬａと、Ｌ字金具Ｈ
Ｌａの下側に形成されたガイドレールＨＬａｔと、ガイドレールＨＬａｔが嵌め合わされ
る溝の断面がＴ字状のレールガイドＨＬｂとを備え、レールガイドＨＬｂの下方に軸受け
部Ｈｐｈが取り付けられて、ネジｎ３により、レールガイドＨＬｂとガイドレールＨＬａ
ｔが固定される（図８）。したがって、上記ガイドレールＨＬａｔとレールガイドＨＬｂ
とのレール移動構造により、扉Ｔ１（Ｔ２）の左右方向への移動が可能になっている（図
６）。Ｌ字金具ＨＬａの直立側面の中央には、突出した補強部Ｈｍがあり、Ｌ字金具ＨＬ
ａの断面を凸形状とすることでＬ字金具ＨＬａの強度を高めている（図８）。補強部Ｈｍ
の中央には、雌ネジ加工されたボルト受け部Ｈｂが形成され、扉Ｔ１（Ｔ２）の芯部に水
平方向に長尺の貫通ボルトｂ１を貫通させ、締め付けることで、扉Ｔ１（Ｔ２）の下側と
Ｌ字金具ＨＬａを強固に固定する（図示せず）。
【００２６】
　壺金具Ｋは、四周側壁Ｋａ，Ｋｂにより長方形状の窪みが形成された基台Ｋ１と、基台
Ｋ１の対向する側壁Ｋａにボルトｎ５を介して取り付けられた一対のクランプ部Ｕｃｓと
、クランプ部Ｕｃｓの突出部を調整する一対のボルトｎ５が取り付けられている（図８）
。一対のクランプ部Ｕｃｓは、偏心用部材Ｄの外周部Ｄｈｉを挟み込む。偏心用部材Ｄは
、調整用の軸部材Ｈｐｊ２に嵌合させるものであるが、その外周部Ｄｈｋｉの中心軸Ｐｃ
－Ｐｃ線は、偏心用部材Ｄの内周部Ｄｋｉの中心軸Ｐｕ－Ｐｕ線よりもずれた位置にあり
、偏心用部材Ｄの内周部Ｄｋｉは、外周部Ｄｈｉに対して偏心している（図８）。調整用
の軸部材Ｈｐｊ２の下方部ｈｐｂは、上方部ｈｐａ２よりも外径が大きく形成され、偏心
用部材Ｄの内周部Ｄｋｉは、調整用の軸部材Ｈｐｊ２の下方部ｈｐｂの外径よりも若干大
きく形成され、内周部Ｄｋｉの深さは、調整用の軸部材Ｈｐｊ２の下方部ｈｐｂの高さよ
りも若干大きく（深く）形成されており、内周部Ｄｋｉには凸状の曲面に膨らんだ曲面部
ｑを有する部材Ｕｒ２が嵌合されるように形成されている（図１０（ａ））。本実施の形
態の曲面部ｑを有する部材Ｕｒ２は、肘金具Ｈ２や壷金具Ｋ等とは別体の部品として構成
されている。このように、曲面部ｑや平面部ｐは、肘金具Ｈ２や壷金具Ｋ等とは別体の部
品としたり、これらを複数部品で構成して、複数のスペーサで高さ調節可能にして、もっ
とも上に曲面部ｑを有する部材Ｕｒ２を配するようにすることも可能である。なお、偏心
用部材Ｄの外周部Ｄｈｉには、上記基台Ｋ１の側壁Ｋｂに接触する平面部ｃｈが形成され
ている。なお、また、曲面部ｑや平面部ｐは、第１の実施の形態でのパターンが全て本実
施の形態でも適用することができる。
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【００２７】
　したがって、肘金具Ｈ２と壺金具Ｋとを調整用の軸部材Ｈｐｊ２を介して組み付けると
、調整用の軸部材Ｈｐｊ２のコアｈｐａ２が円形状の軸受け部Ｈｐｈに回転可能に挿入さ
れ、コアｈｐａ２に螺合されたプレートＨｐｔの上側の面が軸受け部Ｈｐｈの下端面に当
接して、軸受け部Ｈｐｈの高さを位置決めすること、扉Ｔ１（Ｔ２）の高さを調整して位
置決めすることができる。そして、上記調整用の軸部材Ｈｐｊ２の下方部ｈｐｂが偏心用
部材Ｄの軸受け部Ｕｋに回転可能に挿入されるとともに、上記曲面部ｑを有する部材Ｕｒ
２の頂点に当接することとなる。偏心用部材Ｄは、壷金具Ｋの短辺側の外周側面Ｋａから
偏心用部材Ｄの外周側面に向かって、向かい合わせに取り付けられた一対のボルトｎ５を
調整することで、調整用の軸部材Ｈｐｊ２の前後の位置決めを行う。このとき、偏心用部
材Ｄの内周部Ｄｋｉが偏心していることから、その偏心量に応じて、調整用の軸部材Ｈｐ
ｊ２の左右の微小な位置ずれにも対応する。扉Ｔ１（Ｔ２）の左右の位置ずれが大きい場
合には、ネジｎ３を緩めて、レールガイドＨＬｂを移動させ、軸受け部Ｈｐｈの位置を調
整する。
【００２８】
　本実施の形態によれば、第１の実施の形態の作用・効果に加えて、上記プレートＨｐｔ
とコアＨｐａ２との螺合位置（高さ位置）を調整することにより、ネジ一周分にてネジの
ピッチ分だけ上記プレートＨｐｔの高さ位置が変化するので、扉Ｔ１（Ｔ２）の高さ位置
を調整することができる。また、上記肘金具Ｈ２が、扉Ｔ１（Ｔ２）の固定されたＬ字金
具のガイドレールＨＬａｔを介して移動可能に取り付けられることで、扉Ｔ１（Ｔ２）の
位置を左右に調整することができる。さらに、扉Ｔ１（Ｔ２）の位置が最初の設定位置か
らずれたとしても、扉Ｔ１（Ｔ２）の調整（軸の位置の調整）が可能になる。
【００２９】
　図１０（ａ）（ｂ）は、本発明の建付け金具Ｚ２を図６の一点鎖線円内から抜き出して
模式的に示す断面図である。扉Ｔ１（Ｔ２）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂに捩れθ１が
生じていない場合には、肘金具Ｈ２の円形状の軸受け部Ｈｐｈの中心軸Ｐｈ－Ｐｈは、調
整用の軸部材Ｈｐｊ２の中心軸Ｐｊ－Ｐｊと壺金具Ｕ２の軸受け部Ｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐ
ｕと一致する（重なる）ので、扉Ｔ１（Ｔ２）の開閉には支障がない（図１０（ａ））。
次に、扉Ｔ１（Ｔ２）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂに捩れθ１が生じている場合には、
肘金具Ｈ２の円形状の軸受け部Ｈｐｈの中心軸Ｐｈ－Ｐｈは、壺金具Ｕ２の軸受け部Ｕｋ
の中心軸Ｐｕ－Ｐｕに対して、角度θ１だけ捩れるが、一方、調整用の軸部材Ｈｐｊ２の
中心軸Ｐｊ－Ｐｊは、軸受け部Ｈｐｈと壺金具Ｕ２との間の捩れθ１による応力を解消す
るため、壺金具Ｕ２の軸受け部Ｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐｕに対して、角度－θ２だけ捩れる
こととなり、建付け金具Ｚ２が捩れθ１を吸収する（図１０（ｂ））。捩れ角度θ１と捩
れ角度θ２との大きさが一致するように、調整用の軸部材Ｈｐｊ２のサイズ（外径と長さ
）を適宜設定すればよい。
【００３０】
　図１５は、第２の実施の形態の応用例を示す斜視図である。この応用例では、壷金具Ｋ
１の内周に取り付けられた一対のクランプ部Ｕｃｓの他に、これと交差する方向にも他の
一対のクランプ部Ｕｃｓ２がボルトｎ５を介して、基台Ｋ１の側壁Ｋｂに取り付けられて
いる。したがって、図１５中のＸ方向のみならずＹ方向にも調節することができる構造で
ある。なお、扉Ｔ１（Ｔ２）の上端側についても、上記偏心用部材Ｄを介して、上記のよ
うな構成の壷金具Ｋ１を取付けることができる。
【００３１】
　（比較例）
　図１１は、比較例の扉（門扉）の建付け金具Ｘ１を山門１への据付例として模式的に示
す正面図である。図１２は、比較例の建付け金具Ｘ１を図１１の一点鎖線円内から抜き出
して模式的に示す斜視図であり、図１３は、比較例の建付け金具Ｘ１を、肘金具Ｘｈと壺
金具Ｘｕに分けて模式的に示す斜視図である。山門１は、左右両開きの扉Ｔ１，Ｔ２と、
戸枠を形成する上方の横木Ｙ１と下方の横木Ｙ２と、左右の柱Ｇ１，Ｇ２と戸枠の内側４
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箇所に据付けられた建付け金具Ｘ１から構成される。比較の扉の建付け金具Ｘ１は、左右
両開きの扉Ｔ１（Ｔ２）の上方の横木Ｙ１と下方の横木Ｙ２にそれぞれ固定される４つの
壺金具Ｘｕと、扉Ｔ１（Ｔ２）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂとにそれぞれ固定される４
つの肘金具Ｘｈを有し、該肘金具Ｘｈから突出した軸部Ｘｐｊが上記壺金具Ｘｕの軸受け
部Ｘｕｋに回転可能に挿入される（図１２、図１３）。壺金具Ｘｕは、円筒Ｘｕｔの一方
側に円筒Ｘｕｔよりも外径の大きな鍔Ｘｕｄが一体形成される構成となっており（図１３
）、鍔Ｘｕｄに加工された複数のネジ孔Ｘｎ１を介してネジｎ１により、予め円筒Ｘｕｔ
と同じ程度の大きさの穴が形成された横木Ｙ１とＹ２とにそれぞれ固定される。肘金具Ｘ
ｈは、Ｌ字金具ＸＬの一方側に軸部Ｘｐｊが一体形成される構成となっており（図１３）
、Ｌ字金具ＸＬに加工された複数のネジ孔Ｘｎ２を介してネジｎ２により、扉Ｔ１（Ｔ２
）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂとにそれぞれ固定される。
【００３２】
　図１４（ａ）（ｂ）は、比較例の建付け金具Ｘ１を図１１の一点鎖線円内から抜き出し
て模式的に示す断面図である。扉Ｔ１（Ｔ２）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂに捩れθが
生じていない場合には、肘金具Ｘｈの軸部Ｘｐｊの中心軸Ｐｈ－Ｐｈは、壺金具Ｘｕの軸
受け部Ｘｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐｕと一致する（重なる）ので、扉Ｔ１（Ｔ２）の開閉には
支障がない（図１４（ａ））。一方、扉Ｔ１（Ｔ２）の一方側の上端Ｔａと下端Ｔｂに捩
れθが生じている場合には、肘金具Ｘｈの軸部Ｘｐｊの中心軸Ｐｈ－Ｐｈは、壺金具Ｘｕ
の軸受け部Ｘｕｋの中心軸Ｐｕ－Ｐｕに対して、角度θだけ捩れるので、扉Ｔ１（Ｔ２）
を開閉する際に、軸部Ｘｐｊが軸受け部Ｘｕｋに衝突してしまい、この捩れθは、建付け
金具Ｘ１により吸収することができないため、扉Ｔ１（Ｔ２）が軋んで開閉に支障をきた
す（図１４（ｂ））。このため、壺金具Ｘｕの軸受け部Ｘｕの深さを浅くしたり、入り口
付近にテーパを施すことも考えられるが、これでは、壺金具Ｘｕから軸部Ｘｐｊが抜け落
ちる危険を有する。これに対して、本実施の形態では、壷金具Ｕ１，Ｕ２と肘金具Ｈ１，
Ｈ２の両部材とは分離した状態の調整用の軸部材を介在させることにより、壷金具Ｕ１，
Ｕ２と肘金具Ｈ１，Ｈ２の軸受け部Ｈｐｈ，Ｕｋに対して嵌合された安定性を図りながら
も、上記歪みや捩れの大きさに柔軟に対応してこれらを十分に吸収するとともに、高さ調
節や偏心移動が行え、部品交換も容易になる効果を有する。
【００３３】
　以上、本実施の形態では、建付け金具Ｚ１，Ｚ２を山門１の両側開きの扉Ｔ１，Ｔ２へ
の据付例として説明したが、片開きの扉や、折り畳み式の扉にも適用できる。また、本発
明の建付け金具Ｚ１，Ｚ２は、大型木造建築物のみならず、大型で重量の大きな扉を有す
る建築物全般に適用可能である。このように、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適
宜変更が可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１の実施の形態の扉の建付け金具を山門への据付例として模式的に示
す正面図である。
【図２】上記第１の実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す斜視図である。
【図３】上記第１の実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す要部分解斜視図である。
【図４】上記第１の一実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す要部分解断面図である
。
【図５】上記第１の本発明の一実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す断面図である
。
【図６】本発明の第２の実施の形態の扉の建付け金具を山門への据付例として模式的に示
す正面図である。
【図７】上記第２の実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す斜視図である。
【図８】上記第２の実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す要部分解斜視図である。
【図９】上記第２の本発明の他の実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す要部分解断
面図である。
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【図１０】上記第２の実施の形態の扉の建付け金具を模式的に示す断面図である。
【図１１】比較例の扉の建付け金具を山門への据付例として模式的に示す正面図である。
【図１２】比較例の扉の建付け金具を模式的に示す斜視図である。
【図１３】比較例の扉の建付け金具を模式的に示す要部分解斜視図である。
【図１４】比較例の扉の建付け金具を模式的に示す要部分解断面図である。
【図１５】上記第２の実施の形態の応用例を示す要部分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　　　　　　　山門、
Ｚ１，Ｚ２　　　　　扉の建付け金具、
Ｈ１，Ｈ２　　　　　肘金具、
ＨＬａｔ　　　　　　ガイドレール、Ｈｌｂ　レールガイド、
Ｕ１，Ｕ２，Ｋ　　　壺金具、Ｋ１　基台、
Ｈｐｈ　　　　　　　軸受け部（一方側軸受け部）、
Ｕｋ　　　　　　　　軸受け部（他方側軸受け部）、
Ｈｐｊ１，Ｈｐｊ２　調整用の軸部材、
Ｔ１，Ｔ２　　　　　扉、
ｑ　　　　　　　　　凸状の曲面部、
ｐ　　　　　　　　　平面部、
Ｕｒ２　　　　　　　曲面部が形成された部材、Ｕｒ３　　平面部が形成された部材、
Ｄ　　　　　　　　　偏心用部材、
Ｄｈｉ　　　　　　　外周部、Ｄｋｉ　内周部、
コア　　　　　　　　ｈｐａ２、
プレート　　　　　　Ｈｐｔ
 
【図１】

【図２】

【図３】
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【図１３】

【図１４】
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